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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自装置または表示装置の位置を示す位置情報をサーバ装置に通知する通信制御部と、
　前記位置情報を選択した旨が前記サーバ装置から通知された場合に、前記表示装置に表
示させるコンテンツの入力チャネルを、第１のコンテンツ配信サーバから配信される第１
のコンテンツを入力する第１のチャネルから、第２のコンテンツ配信サーバから配信され
る第２のコンテンツを入力する第２のチャネルに切り替える自動切り替え部と、
　を備える、セレクタ装置。
【請求項２】
　前記自動切り替え部は、前記位置情報を選択した旨が前記サーバ装置から通知され、前
記入力チャネルを切り替える旨の通知がされた場合に、前記入力チャネルを第１のチャネ
ルから第２のチャネルに切り替える、
　請求項１に記載のセレクタ装置。
【請求項３】
　前記自動切り替え部は、前記入力チャネルを前記第１のチャネルから前記第２のチャネ
ルに切り替える時刻に関する情報が前記サーバ装置から通知された場合に、前記時刻に関
する情報に基づいて前記入力チャネルを前記第１のチャネルから前記第２のチャネルに切
り替える、
　請求項１に記載のセレクタ装置。
【請求項４】
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　前記セレクタ装置は、
　前記位置情報をＧＰＳセンサにより取得する位置情報取得部を備える、
　請求項１に記載のセレクタ装置。
【請求項５】
　セレクタ装置または表示装置の位置を示す位置情報を取得するセレクタ制御部を備え、
　前記セレクタ制御部は、前記位置情報を選択した場合、前記位置情報を選択した旨をコ
ントローラに通知することにより、前記表示装置に表示させるコンテンツの入力チャネル
を、第１のコンテンツ配信サーバから配信される第１のコンテンツを入力する第１のチャ
ネルから、第２のコンテンツ配信サーバから配信される第２のコンテンツを入力する第２
のチャネルに切り替えるよう前記コントローラに指示する、
　サーバ装置。
【請求項６】
　前記セレクタ制御部は、前記入力チャネルを前記第１のチャネルから前記第２のチャネ
ルに切り替える時刻に関する情報を前記コントローラに通知する、
　請求項５に記載のサーバ装置。
【請求項７】
　前記セレクタ制御部は、前記コントローラを介して前記位置情報が前記セレクタ装置か
ら取得された場合、前記位置情報と前記コントローラのアドレスとを関連付け、前記位置
情報を選択した場合、前記位置情報と関連付けられた前記コントローラのアドレスに前記
位置情報を選択した旨を通知する、
　請求項５に記載のサーバ装置。
【請求項８】
　前記セレクタ制御部は、操作者から入力された操作情報に基づいて、前記位置情報を選
択する、
　請求項５に記載のサーバ装置。
【請求項９】
　前記セレクタ制御部は、所定の情報を分析して得られた分析結果に基づいて、前記位置
情報を選択する、
　請求項５に記載のサーバ装置。
【請求項１０】
　前記サーバ装置は、
　前記セレクタ装置、前記表示装置および前記コントローラそれぞれにおける電力使用に
関する情報に基づいて、前記コントローラの電力使用料金と前記入力チャネルが前記第１
のチャネルから前記第２のチャネルに切り替えられた状態における前記セレクタ装置およ
び前記表示装置の電力使用料金とを計算する料金計算部を備える、
　請求項５に記載のサーバ装置。
【請求項１１】
　セレクタ装置とコントローラとを有する制御システムであって、
　前記セレクタ装置は、
　前記セレクタ装置または表示装置の位置を示す位置情報をサーバ装置に通知する通信制
御部と、
　前記位置情報を選択した旨が前記サーバ装置から通知された場合に、表示装置に表示さ
せるコンテンツの入力チャネルを、第１のコンテンツ配信サーバから配信される第１のコ
ンテンツを入力する第１のチャネルから、第２のコンテンツ配信サーバから配信される第
２のコンテンツを入力する第２のチャネルに切り替える自動切り替え部と、を備え、
　前記コントローラは、
　前記第２のコンテンツを再生して前記第２のチャネルから入力させる再生部を備える、
　制御システム。
【請求項１２】
　セレクタ装置とコントローラとサーバ装置とを有する制御システムであって、
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　前記セレクタ装置は、
　前記セレクタ装置または表示装置の位置を示す位置情報を前記サーバ装置に通知する通
信制御部と、
　前記位置情報を選択した旨が前記サーバ装置から通知された場合に、表示装置に表示さ
せるコンテンツの入力チャネルを、第１のコンテンツ配信サーバから配信される第１のコ
ンテンツを入力する第１のチャネルから、第２のコンテンツ配信サーバから配信される第
２のコンテンツを入力する第２のチャネルに切り替える自動切り替え部と、を備え、
　前記コントローラは、
　前記第２のコンテンツを再生して前記第２のチャネルから入力させる再生部を備え、
　前記サーバ装置は、
　前記位置情報を取得するセレクタ制御部を備え、
　前記セレクタ制御部は、前記位置情報を選択した場合、前記位置情報を選択した旨を前
記コントローラに通知することにより、前記入力チャネルを前記第１のチャネルから前記
第２のチャネルに切り替えるよう前記コントローラに指示する、制御システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セレクタ装置、サーバ装置および制御システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、表示対象となるコンテンツを提供する様々なサービスが普及している。しかし、
例えば、このようなサービスによって提供されるコンテンツのすべてを表示装置に表示さ
せなくてもよい場合がある。そこで、例えば、複数のサービスそれぞれにより提供された
コンテンツの何れかを選択的に表示装置に表示させるセレクタ装置が開示されている（例
えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　より詳細には、このセレクタ装置は、表示装置とは遠隔に設置された操作卓への入力操
作に基づいて、複数のサービスそれぞれにより提供されたコンテンツから選択したコンテ
ンツを表示装置に表示させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１８５８５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、表示装置に表示させたいコンテンツはセレクタ装置または表示装置の位
置に応じて異なる場合も想定される。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、表示装置またはセレクタ装置の位置に基づいて複数のサービスそれぞれにより提供さ
れたコンテンツの何れかを選択的に表示装置に表示させることが可能な技術を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記問題を解決するために、本発明のある観点によれば、自装置または表示装置の位置
を示す位置情報をサーバ装置に通知する通信制御部と、前記位置情報を選択した旨が前記
サーバ装置から通知された場合に、前記表示装置に表示させるコンテンツの入力チャネル
を、第１のコンテンツ配信サーバから配信される第１のコンテンツを入力する第１のチャ
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ネルから、第２のコンテンツ配信サーバから配信される第２のコンテンツを入力する第２
のチャネルに切り替える自動切り替え部と、を備える、セレクタ装置が提供される。
 
【０００８】
　前記自動切り替え部は、前記位置情報を選択した旨が前記サーバ装置から通知され、前
記入力チャネルを切り替える旨の通知がされた場合に、前記入力チャネルを第１のチャネ
ルから第２のチャネルに切り替えてもよい。
 
【０００９】
　前記自動切り替え部は、前記入力チャネルを前記第１のチャネルから前記第２のチャネ
ルに切り替える時刻に関する情報が前記サーバ装置から通知された場合に、前記時刻に関
する情報に基づいて前記入力チャネルを前記第１のチャネルから前記第２のチャネルに切
り替えてもよい。
　また、前記セレクタ装置は、前記位置情報をＧＰＳセンサにより取得する位置情報取得
部を備えてもよい。
 
【００１０】
　また、本発明のある観点によれば、セレクタ装置または表示装置の位置を示す位置情報
を取得するセレクタ制御部を備え、前記セレクタ制御部は、前記位置情報を選択した場合
、前記位置情報を選択した旨をコントローラに通知することにより、前記表示装置に表示
させるコンテンツの入力チャネルを、第１のコンテンツ配信サーバから配信される第１の
コンテンツを入力する第１のチャネルから、第２のコンテンツ配信サーバから配信される
第２のコンテンツを入力する第２のチャネルに切り替えるよう前記コントローラに指示す
る、サーバ装置が提供される。
 
【００１１】
　前記セレクタ制御部は、前記入力チャネルを前記第１のチャネルから前記第２のチャネ
ルに切り替える時刻に関する情報を前記コントローラに通知してもよい。
【００１２】
　前記セレクタ制御部は、前記コントローラを介して前記位置情報が前記セレクタ装置か
ら取得された場合、前記位置情報と前記コントローラのアドレスとを関連付け、前記位置
情報を選択した場合、前記位置情報と関連付けられた前記コントローラのアドレスに前記
位置情報を選択した旨を通知してもよい。
【００１３】
　前記セレクタ制御部は、操作者から入力された操作情報に基づいて、前記位置情報を選
択してもよい。
【００１４】
　前記セレクタ制御部は、所定の情報を分析して得られた分析結果に基づいて、前記位置
情報を選択してもよい。
【００１５】
　前記サーバ装置は、前記セレクタ装置、前記表示装置および前記コントローラそれぞれ
における電力使用に関する情報に基づいて、前記コントローラの電力使用料金と前記入力
チャネルが前記第１のチャネルから前記第２のチャネルに切り替えられた状態における前
記セレクタ装置および前記表示装置の電力使用料金とを計算する料金計算部を備えてもよ
い。
【００１６】
　また、本発明のある観点によれば、セレクタ装置とコントローラとを有する制御システ
ムであって、前記セレクタ装置は、前記セレクタ装置または表示装置の位置を示す位置情
報をサーバ装置に通知する通信制御部と、前記位置情報を選択した旨が前記サーバ装置か
ら通知された場合に、表示装置に表示させるコンテンツの入力チャネルを、第１のコンテ
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ンツ配信サーバから配信される第１のコンテンツを入力する第１のチャネルから、第２の
コンテンツ配信サーバから配信される第２のコンテンツを入力する第２のチャネルに切り
替える自動切り替え部と、を備え、前記コントローラは、前記第２のコンテンツを再生し
て前記第２のチャネルから入力させる再生部を備える、制御システムが提供される。
 
【００１７】
　また、本発明のある観点によれば、セレクタ装置とコントローラとサーバ装置とを有す
る制御システムであって、前記セレクタ装置は、前記セレクタ装置または表示装置の位置
を示す位置情報を前記サーバ装置に通知する通信制御部と、前記位置情報を選択した旨が
前記サーバ装置から通知された場合に、表示装置に表示させるコンテンツの入力チャネル
を、第１のコンテンツ配信サーバから配信される第１のコンテンツを入力する第１のチャ
ネルから、第２のコンテンツ配信サーバから配信される第２のコンテンツを入力する第２
のチャネルに切り替える自動切り替え部と、を備え、前記コントローラは、前記第２のコ
ンテンツを再生して前記第２のチャネルから入力させる再生部を備え、前記サーバ装置は
、前記位置情報を取得するセレクタ制御部を備え、前記セレクタ制御部は、前記位置情報
を選択した場合、前記位置情報を選択した旨を前記コントローラに通知することにより、
前記入力チャネルを前記第１のチャネルから前記第２のチャネルに切り替えるよう前記コ
ントローラに指示する、制御システムが提供される。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように本発明によれば、表示装置またはセレクタ装置の位置に基づいて複
数のサービスそれぞれにより提供されたコンテンツの何れかを選択的に表示装置に表示さ
せることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】事業者間の関係の例を示す図である。
【図２】ＤＳ事業者のシステム構成の概略を示す図である。
【図３】事業者ＡのＤＳシステムの構成例を示す図である。
【図４】事業者ＢのＤＳシステムの構成例を示す図である。
【図５】事業者ＣのＤＳシステムの構成例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る制御システムの構成例を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る災害対策用ＤＳコントローラおよびコンテンツ配
信サーバそれぞれの機能構成例を示す図である。
【図８】防災センタ管理端末に表示される位置情報の例を示す図である。
【図９】防災センタ管理端末における位置情報の選択画面の例を示す図である。
【図１０Ａ】本発明の第１の実施形態に係るセレクタ装置の概略構成を示す図である。
【図１０Ｂ】本発明の第１の実施形態に係るセレクタ装置の機能構成例を示す図である。
【図１０Ｃ】本発明の第１の実施形態に係るセレクタ装置の外観図の例である。
【図１０Ｄ】本発明の第１の実施形態に係るセレクタ装置を側面から見た図である。
【図１０Ｅ】図１０Ｄと同じ方向からセレクタ装置を見た図である。
【図１０Ｆ】本発明の第１の実施形態に係るセレクタ装置の側面図であり、入力ケーブル
が接続される側から箱の内部を見た図である。
【図１１Ａ】災害時に自治体等が表示する情報画面の一例である。
【図１１Ｂ】災害時に自治体等が表示する情報画面の一例である。
【図１１Ｃ】災害時に自治体等が表示する情報画面の一例である。
【図１１Ｄ】災害時に自治体等が表示する情報画面の一例である。
【図１１Ｅ】災害時に自治体等が表示する情報画面の一例である。
【図１２】本発明の第１の実施形態に係る制御システムの動作例を示すフローチャートで
ある。
【図１３】本発明の第２の実施形態で想定する事業モデルを示す図である。
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【図１４】本発明の第２の実施形態に係る制御システムの構成例を示す図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態に係る災害対策用ＤＳコントローラおよびコンテンツ
配信サーバそれぞれの機能構成例を示す図である。
【図１６】本発明の第２の実施形態に係るディスプレイの構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２１】
　また、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素
を、同一の符号の後に異なるアルファベットまたは数字を付して区別する場合もある。た
だし、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない
場合、同一符号のみを付する。
【００２２】
　本明細書は、一例として、地域的な規模の大災害（例えば、津波、地震、噴火、洪水、
火災、河川の氾濫、火砕流、土石流など）、テロなどにより、市民に対して的確な避難指
示役務をもつ組織（国、自治体、企業、団体など）に対し、デジタルサイネージ（以下、
「ＤＳ」と略す。）システムを通して視聴者（避難の必要な人）の状況（視聴者の有無、
視聴者の人数など）の把握と、時間と場所に依存した避難誘導情報を伝達させるためのＤ
Ｓシステムの活用に関する。
【００２３】
　従来、ＤＳは、企業の広告または販売促進に利用されているほか、地域情報表示や環境
演出などにも利用されている。特に、ＤＳは大勢の人に広告情報を見てもらうことを目的
に利用される場合には、人通りの多いところに設置されることが多く、災害時の緊急情報
を不特定多数の人々に伝達するためのメディアとしても利用されている。具体的には、災
害が発生した場合に、ＤＳ事業者は広告表示を一旦中止し、受信した緊急ニュース速報を
ＤＳに表示させる緊急措置を採用していた。
【００２４】
　しかし、火災や津波といった時間と共に危険エリアが変化（遷移）する場合には、危険
地域あるいは、これから危険地域に化すと予想される地域に存在する住民に対して、その
場所に応じた危険度や避難情報を伝達する必要があるが、実際にはＤＳは避難誘導などに
は利用されていない。現在は災害発生時のＤＳの運用については、法的な規制は何もない
ため、各事業者の一存により情報ソースに切り替えられて運用されているからである。東
日本大震災以降、特に人が多く集まる場所に設置されているＤＳシステムは、公共性が高
く伝達効率が高いことから、特定のメディアに限定して一部の自治体とＤＳ事業者間で災
害時の利用に関する取り交わしをしているところもある。
【００２５】
　しかし、自治体が特定のＤＳ事業者と個別に契約する場合、避難誘導時のコンテンツの
フォーマットはその特定の事業者が運用しているシステムのフォーマットになる。そのた
め、自治体は異なる複数のＤＳ事業者と契約すると、異なる複数のＤＳ事業者それぞれの
フォーマットにコンテンツを変換する作業が生じる。そうなれば、各ＤＳ事業者側が分担
してコンテンツの変換作業を行うにしても、災害発生時にＤＳ事業者のコンテンツ変更担
当者が作業しなくてはならない。災害発生時に、各ＤＳ事業者側の担当者の存在する場所
が安全かは不明であり、表示させるコンテンツを切り替える担当者が対応可能な状態であ
るかということも不明である。
【００２６】
　したがって、既存のＤＳシステムをそのまま活用して事業者に依存してコンテンツ配信
を行う場合、緊急時のシステムとして扱うにはリスクが伴う。また、より多くの人々に地
域特有の避難情報を伝達しようとすると、数が限定される大型ディスプレイだけではなく
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、利用可能な中型・小型のＤＳシステムもできるだけ多く活用し、自治体が他の事業者を
介さずにコンテンツを特定地域に一斉配信することが望ましい。しかし、これを実現する
には、自治体が地域に広がるＤＳの運営事業者と個別に契約をする手間を低減し、異なる
メーカのシステムを利用するために発生する表示内容の制限を吸収し（例えば、画面の隅
にテキスト形式のデータしか表示できない装置もある）、コンテンツ変換作業を低減し、
担当者不在などによる伝達遅延リスクを低減する必要がある。
【００２７】
　そこで、上記の課題を解決するために、本明細書においては、一例として、災害発生時
に必要な以下の機能とビジネスモデルを実現する手法を提案する。
　（Ａ）既設のＤＳシステム（及び運用メカニズム）に依存せずに、遠隔地からネットワ
ークを介して、通常時に動作するＤＳコントローラから災害時用に用意された別のＤＳコ
ントローラに切り替える機能を提案する。
　（Ｂ）（Ａ）の切り替えを行った時刻を記録する機能を提案する。
　（Ｃ）異なるＤＳ事業者が管理する表示装置から選択した複数の表示装置を１つのグル
ープとして扱い、当該１つのグループに同一のコンテンツを一斉配信可能にする機能を提
案する。
【００２８】
　図１は、事業者間の関係の例を示す図である。広告主１００は、従来からのＤＳを利用
する広告主を示す。ＤＳ事業者１１０は、ＤＳの時間枠を販売し、広告主から依頼された
広告を表示して収益を得る事業者である。事業者ａ（１２０）は、既存のＤＳサイネージ
事業者の保有する表示装置に対して自治体等１３０からの指示で災害発生時にコンテンツ
を配信する事業者である。
【００２９】
　図２は、ＤＳ事業者のシステム構成の概略を示している。事業者Ａコンテンツ配信サー
バ２２０は、事業者Ａによって運営されるコンテンツ配信サーバである。事業者Ｂコンテ
ンツ配信サーバ２３０は、事業者Ｂによって運営されるコンテンツ配信サーバである。事
業者Ｃコンテンツ配信サーバ２４０は、事業者Ｃによって運営されるコンテンツ配信サー
バである。
【００３０】
　ＤＳ－Ａ２２１は、事業者Ａ配信サーバ２２０によって配信されたコンテンツ（例えば
、電子広告）を表示するＤＳ群である。ＤＳ－Ｂ２３１は、事業者Ｂ配信サーバ２３０に
よって配信されたコンテンツを表示するＤＳ群である。ＤＳ－Ｃ２４１は、事業者Ｃ配信
サーバ２４０によって配信されたコンテンツを表示するＤＳ群である。
【００３１】
　ＤＳ－Ａ２２１、ＤＳ－Ｂ２３１、ＤＳ－Ｃ２４１は、それぞれ管理する業者が異なり
、管理されているＤＳの大きさは必ずしも等しくない。しかし、事業者Ａ配信サーバ２２
０、事業者Ｂ配信サーバ２３０および事業者Ｃ配信サーバＣは、一旦インターネット２１
０を介して、コンテンツを配信する。また、ＤＳ側（ＤＳ－Ａ２２１、ＤＳ－Ｂ２３１、
ＤＳ－Ｃ２４１）において配信サーバ（事業者Ａ配信サーバ２２０、事業者Ｂ配信サーバ
２３０、事業者Ｃ配信サーバ２４０）からのデータを受け取る装置のＩＰアドレスとして
は、可変ＩＰ及び固定ＩＰが存在する。
【００３２】
　図３は、事業者ＡのＤＳシステムの構成例を示している。事業者Ａ配信サーバ４１０は
、事業者Ａのコンテンツ配信サーバである。事業者Ａ配信サーバ３１０およびルータ３２
０は、インターネット２１０に接続している。例えば、ファイアウォール等の機能は、事
業者Ａ配信サーバ３１０が有していてもよい。ＤＳコントローラ３３０、３４０、３５０
は、汎用ＰＣと同等の機能を有しており、ハードウェアとしては、ＣＰＵ、メモリ、記憶
装置、ネットワークインタフェースを備え、ＯＳ上でアプリケーションが動作している。
【００３３】
　インターネット２１０を経由して事業者Ａ配信サーバから配信されるコンテンツは、ル
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ータ３２０を経由して、ＤＳコントローラ３３０、３４０、３５０の内部、あるいは、Ｄ
Ｓコントローラ３３０、３４０、３５０に接続された記憶装置３３１、３４１、３５１に
蓄積される。また、ＤＳコントローラ３３０、３４０、３５０は、あらかじめ決められた
スケジュールにしたがって、記憶装置３３１、３４１、３５１からコンテンツを読み出し
、ディスプレイケーブル３８０で接続されたディスプレイ３６０に表示させる。
【００３４】
　例えば、ＤＳコントローラ３３０に接続された３つのディスプレイ３６０は、ＤＳコン
トローラ３３０に蓄積されている同一のコンテンツを表示し、異なるコンテンツを表示す
ることはできない。その代わり、ＤＳコントローラ３３０は、事業者Ａ配信サーバ３１０
からコンテンツを１回ダウンロードするだけで、当該コンテンツを３つのディスプレイ３
６０に表示させることが可能である。
【００３５】
　図４は、事業者ＢのＤＳシステムの構成例を示している。事業者Ｂ配信サーバ４１０は
、事業者Ｂのコンテンツ配信サーバである。事業者Ｂ配信サーバ４１０およびルータ４１
２は、インターネット２１０に接続している。ルータ４１２は、ＤＳコントローラ４６０
、ＬＡＮケーブル４５０を経由して、ディスプレイ４２０、４３０、４４０に接続されて
いる。事業者Ｂ配信サーバ４１０から配信されたコンテンツをＤＳコントローラ４６０の
内部の記憶装置に保持し、あらかじめ定められたスケジュールにしたがって表示する。
【００３６】
　事業者ＢのＤＳシステムと図３に示した事業者ＡのＤＳシステムとの違いは、ＤＳ－Ｂ
２３１内のディスプレイ全部にコンテンツを表示させるためには、同一のコンテンツであ
っても３回ダウンロードしなければならない点である。事業者ＢのＤＳシステムと図３に
示した事業者ＡのＤＳシステムとにおいて、同一のコンテンツであれば、インターネット
を通してダウンロードされるデータ量は同じである。
【００３７】
　図５は、事業者ＣのＤＳシステムの構成例を示している。事業者Ｃ配信サーバ５１０は
、事業者Ｃのコンテンツ配信サーバである。事業者Ｃ配信サーバ５１０は、インターネッ
ト２１０に接続している。通信網５２０は、ワイヤレスの通信インフラ（携帯電話など）
の公衆通信網である。ＤＳコントローラ５５０は、携帯電話（３Ｇ、ＬＴＥ等）や、公衆
ワイヤレス通信機能を伴ったＤＳコントローラである。ディスプレイ５３０、５４０は、
ＤＳコントローラ５５０に接続された表示装置である。
【００３８】
　事業者ＣのＤＳシステムと図３に示した事業者ＡのＤＳシステムおよび図４に示した事
業者ＢのＤＳシステムとの違いは、ＤＳコントローラ５５０に固定ＩＰアドレスが割り振
られていることにより、緊急時にコンテンツ配信サーバ側から直接そのＤＳコントローラ
５５０にコンテンツ（緊急情報）を送り込み、ＰＵＳＨ型で強制的に当該コンテンツを表
示させることが可能である点である。
【００３９】
　以上に示したように、事業者毎に扱っているＤＳコントローラが異なり、コンテンツを
表示させるために動作している制御ソフトウェアも異なっている。したがって、準備する
コンテンツのデータ形式も事業者毎に異なり、同じコンテンツを複数の表示装置に表示さ
せるには、事業者間でそれぞれのシステムに合う形式にコンテンツを変換する必要が生じ
る。さらに、遠隔から特定のＤＳコントローラにアクセスして制御する場合には、ＤＳコ
ントローラのＩＰアドレスが固定ＩＰであるか可変ＩＰであるかによって、アクセスする
ための仕組みが異なる。そのため、事業者間の異なるシステムをまたがって同一の手法で
コンテンツを変更することが困難である。
【００４０】
　図６に、本発明の第１の実施形態に係る制御システムの構成例を示す。セレクタ装置６
１０は、少なくとも２系統の入力チャネル（第１のチャネルおよび第２のチャネル）の何
れかを選択する。例えば、遠隔地からネットワーク６３０（インターネットなど）を介し
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てコンテンツの入力チャネルの切り替えを可能にするために、セレクタ装置６１０は、Ｄ
Ｓコントローラからの信号を受けてＨＤＭＩの入力元を切り替える機能を有する。以下で
は、第１のチャネルの例としてＨＤＭＩ６６１を用い、第２のチャネルの例としてＨＤＭ
Ｉ６６２を用いて説明する。
【００４１】
　また、本明細書では、既存のＤＳコントローラ６７０が用いられる場合を説明するが、
既存のＤＳコントローラ６７０の代わりに、新規のＤＳコントローラが用いられてもよい
。災害対策用ＤＳコントローラ６２０は、災害対策時に自治体から利用されるＤＳコント
ローラであり、この上で動作するアプリケーションプログラム（プレーヤ）によって、デ
ィスプレイ６００の表示内容が制御される。なお、災害対策用ＤＳコントローラ６２０の
代わりに、災害対策以外の用途のＤＳコントローラが使用されてもよい。
【００４２】
　既存のＤＳコントローラ６７０上で動作するプレーヤは、既設ＤＳ事業者用コンテンツ
配信サーバ６８０からの操作が可能であり、災害対策用ＤＳコントローラ６２０上のプレ
ーヤは、アグリゲータのコンテンツ配信サーバ６４０を経由して自治体などの防災センタ
管理端末６９０から操作され得る。例えば、災害対策用ＤＳコントローラ６２０および既
存のＤＳコントローラ６７０は、ＨＤＭＩ６６１、６６２を介してコンテンツ（例えば、
音声と映像）を表示装置６００に出力させる。
【００４３】
　セレクタ装置６１０は、どちらのＤＳコントローラからのコンテンツをディスプレイ６
００に出力させるかを切り替えるセレクタであり、パラレルケーブル６５１または６５２
を経由して、災害対策用ＤＳコントローラ６２０または既存のＤＳコントローラ６７０か
ら送られる信号により、遠隔地から（例えば、災害発生時に）切り替えを行う。
【００４４】
　また、セレクタ装置６１０には、手動で切り替えを可能にするつまみがついており、手
動で切り替えを行った際には、遠隔地からの切り替えは実行できなくてもよい。ネットワ
ーク６３０は、インターネットなどのネットワークである。ライン６９１および６９２は
、ネットワーク６３０と接続するインフラであるが、有線ＬＡＮまたは無線ＬＡＮ（３Ｇ
、ＬＴＥなど）の場合もある。例えば、ディスプレイ６００、セレクタ装置６１０および
災害対策用ＤＳコントローラ６２０それぞれには、電源６１７から電力が供給される。
【００４５】
　コンテンツ配信サーバ６４０は、防災センタが利用するサーバである。防災センタ管理
端末６９０は、防災センタ内の管理端末であり、コンテンツ配信サーバ６４０に指示を出
し、災害対策用ＤＳコントローラ６２０に避難誘導コンテンツを配信する。なお、避難誘
導コンテンツの代わりに他のコンテンツが配信されてもよい。
【００４６】
　図７に、本発明の第１の実施形態に係る災害対策用ＤＳコントローラ６２０およびコン
テンツ配信サーバ６４０それぞれの機能構成例を示す図である。災害対策用ＤＳコントロ
ーラ６２０は、ＯＳ１２９の上で動作する機能ブロック（再生部１２１）を備える。また
、コンテンツ配信サーバ６４０は、ＯＳ１２９の上で動作する機能ブロック（コンテンツ
配信部１３１、セレクタ制御部１３４、ＤＳコントローラ制御部１３５および料金計算部
１３６）を備える。
【００４７】
　再生部１２１は、コンテンツ配信サーバ６４０のコンテンツ配信部１３１からネットワ
ーク１２８を介して配信されたコンテンツを再生してＨＤＭＩ６６２からセレクタ装置６
１０にコンテンツを入力させる。ＨＤＭＩ６６２からセレクタ装置６１０に入力されたコ
ンテンツは、セレクタ装置６１０により表示装置６００に表示される。
【００４８】
　その他、災害対策用ＤＳコントローラ６２０は、ＤＳコントローラ６２０上で動作する
ソフトウェア全体の起動終了や、ステータスを確認するための管理ソフトウェアを実行す
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る。具体的には、管理ソフトウェアの機能により、ＤＳコントローラ制御部１３５からの
指示に従ったアクションが実行される。
【００４９】
　セレクタ制御部１３４は、セレクタ装置６１０からセレクタ装置６１０の位置を示す位
置情報を取得する。なお、セレクタ装置６１０の位置の代わりに、表示装置６００の位置
が取得されてもよい。セレクタ制御部１３４は、取得した位置情報を選択した場合、位置
情報を選択した旨を災害対策用ＤＳコントローラ６２０に通知することにより、ディスプ
レイ６００に表示させるコンテンツの入力チャネルをＨＤＭＩ６６１からＨＤＭＩ６６２
に切り替えるよう災害対策用ＤＳコントローラ６２０に指示する。
【００５０】
　災害対策用ＤＳコントローラ６２０は、セレクタ制御部１３４からの指示に従って、デ
ィスプレイ６００に表示させるコンテンツの入力チャネルをＨＤＭＩ６６１からＨＤＭＩ
６６２に切り替える。ここで、セレクタ制御部１３４による位置情報の選択の手法は特に
限定されない。例えば、セレクタ制御部１３４は、防災センタ管理端末６９０に入力され
た操作情報に基づいて、位置情報を選択してもよい。
【００５１】
　例えば、図８に示すように、セレクタ制御部１３４は、防災センタ管理端末６９０に位
置情報を表示させ、図９に示すように、領域を選択する操作が防災センタ管理端末６９０
に入力された場合に、その領域内に含まれる位置情報を選択してもよい。図９には、選択
された位置情報が「配信先ＤＳ」として示されている。あるいは、セレクタ制御部１３４
は、所定の情報（例えば、災害が起こっている地域に関する情報など）を分析して得られ
た分析結果に基づいて、位置情報を選択してもよい。
【００５２】
　セレクタ制御部１３４によって通知される情報は、セレクタ装置６１０の位置情報に限
定されない。例えば、セレクタ制御部１３４は、入力チャネルをＨＤＭＩ６６１からＨＤ
ＭＩ６６２に切り替える時刻に関する情報を災害対策用ＤＳコントローラ６２０に通知し
てもよい。入力チャネルをＨＤＭＩ６６１からＨＤＭＩ６６２に切り替える時刻に関する
情報は、入力チャネルをＨＤＭＩ６６１からＨＤＭＩ６６２に切り替える時刻自体であっ
てもよいし、入力チャネルをＨＤＭＩ６６１からＨＤＭＩ６６２に切り替える時刻を指定
するための何らかの情報であってもよい。
【００５３】
　セレクタ制御部１３４は、災害対策用ＤＳコントローラ６２０を介して位置情報がセレ
クタ装置６１０から取得された場合、その位置情報と災害対策用ＤＳコントローラ６２０
のアドレスとを関連付ける。また、セレクタ制御部１３４は、位置情報を選択した場合、
位置情報と関連付けられた災害対策用ＤＳコントローラ６２０のアドレスに位置情報を選
択した旨を通知すればよい。災害対策用ＤＳコントローラ６２０のアドレスは、ＩＰアド
レスであってもよい。
【００５４】
　料金計算部１３６は、セレクタ装置６１０、ディスプレイ６００および災害対策用ＤＳ
コントローラ６２０それぞれにおける電力使用に関する情報に基づいて、災害対策用ＤＳ
コントローラ６２０の電力使用料金（以下、電力使用料金Ｃ６２０とも言う。）と入力チ
ャネルがＨＤＭＩ６６１からＨＤＭＩ６６２に切り替えられた状態におけるセレクタ装置
６１０およびディスプレイ６００の電力使用料金とを計算する。これらの電力使用料金は
、防災センタ側が負担するのがよいと考えられるため、ＤＳ事業者に対して防災センタ側
が支払うべき料金として利用され得る。
【００５５】
　以下、災害対策用ＤＳコントローラ６２０の電力使用料金を「電力使用料金Ｃ６２０」
とする。また、入力チャネルがＨＤＭＩ６６１からＨＤＭＩ６６２に切り替えられた状態
におけるセレクタ装置６１０の電力使用料金を「電力使用料金Ｃ６１０」とし、入力チャ
ネルがＨＤＭＩ６６１からＨＤＭＩ６６２に切り替えられた状態におけるディスプレイ６
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００の電力使用料金を「電力使用料金Ｃ６００」とする。
【００５６】
　例えば、料金計算部１３６は、セレクタ装置６１０、ディスプレイ６００および災害対
策用ＤＳコントローラ６２０それぞれにおいて電力が使用された地域に応じて、「電力使
用料金Ｃ６２０」、「電力使用料金Ｃ６１０」および「電力使用料金Ｃ６００」が計算さ
れてもよい。また、例えば、料金計算部１３６は、セレクタ装置６１０、ディスプレイ６
００および災害対策用ＤＳコントローラ６２０それぞれにおいて電力が使用された時間に
基づいて、「電力使用料金Ｃ６２０」、「電力使用料金Ｃ６１０」および「電力使用料金
Ｃ６００」を計算してもよい。
【００５７】
　例えば、セレクタ装置６１０、ディスプレイ６００および災害対策用ＤＳコントローラ
６２０それぞれにおいて電力が使用された時間の長さに応じて、「電力使用料金Ｃ６２０
」、「電力使用料金Ｃ６１０」および「電力使用料金Ｃ６００」が計算されてもよいし、
セレクタ装置６１０、ディスプレイ６００および災害対策用ＤＳコントローラ６２０それ
ぞれにおいて電力が使用された時間帯に応じて「電力使用料金Ｃ６２０」、「電力使用料
金Ｃ６１０」および「電力使用料金Ｃ６００」が計算されてもよい。
【００５８】
　例えば、セレクタ装置６１０、ディスプレイ６００および災害対策用ＤＳコントローラ
６２０それぞれにおいて電力が使用された時間は、セレクタ装置６１０、ディスプレイ６
００および災害対策用ＤＳコントローラ６２０それぞれと電源６１７との間を流れる電流
を計測することにより把握され得る。しかし、セレクタ装置６１０、ディスプレイ６００
および災害対策用ＤＳコントローラ６２０それぞれにおいて電力が使用される時間は、あ
らかじめ定められていてもよい。その場合には、電流は計測されなくてもよい。
【００５９】
　また、セレクタ装置６１０、ディスプレイ６００および災害対策用ＤＳコントローラ６
２０それぞれと電源６１７との間を流れる電流値が計測された場合には、セレクタ装置６
１０、ディスプレイ６００および災害対策用ＤＳコントローラ６２０それぞれにおいて電
力使用時に計測された電流値と電圧値との乗算により得られた消費電力量に応じて、「電
力使用料金Ｃ６２０」、「電力使用料金Ｃ６１０」および「電力使用料金Ｃ６００」が計
算されてもよい。
【００６０】
　図１０Ａは、本発明の第１の実施形態に係るセレクタ装置６１０の概略構成を示してい
る。ＨＤＭＩケーブル６６１とパラレルケーブル６５１は、既存のＤＳコントローラ６７
０に接続されており、ＨＤＭＩケーブル６６２とパラレルケーブル６５２は、災害対策用
ＤＳコントローラ６２０に接続されている。ＨＤＭＩ６６１、６６２は、既存のＤＳコン
トローラ６７０、災害対策用ＤＳコントローラ６２０から、コンテンツ（例えば、映像と
音声）をディスプレイに送るためのケーブルであり、セレクタ装置６１０の入力ソースと
なっている。通常時は既存のＤＳコントローラ６７０がディスプレイに接続され、災害時
には災害対策用ＤＳコントローラ６２０がディスプレイに接続される。
【００６１】
　図１０Ｂに、本発明の第１の実施形態に係るセレクタ装置６１０の機能構成例を示す。
位置情報取得部６１１は、セレクタ装置６１０の位置を示す位置情報を取得する。例えば
、位置情報取得部６１１は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）センサにより構成されており、位置情報を取得することが可能であってもよい。し
かし、位置情報取得部６１１は、他の手法によって位置情報を取得してもよい。
【００６２】
　通信制御部６１２は、例えば、災害対策用ＤＳコントローラ６２０および既存のＤＳコ
ントローラ６７０とセレクタ装置６１０とがパラレルインタフェースで接続された場合に
通信制御を行う。また、通信制御部６１２は、例えば、災害対策用ＤＳコントローラ６２
０および既存のＤＳコントローラ６７０とセレクタ装置６１０とがＵＳＢインタフェース
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で接続する場合には、ＵＳＢインタフェースを経由して災害対策用ＤＳコントローラ６２
０および既存のＤＳコントローラ６７０とセレクタ装置６１０との間の通信制御を行う。
【００６３】
　例えば、通信制御部６１２は、位置情報取得部６１１によって取得された位置情報をコ
ンテンツ配信サーバ６４０に通知する。例えば、通信制御部６１２は、コンテンツ配信サ
ーバ６４０から災害対策用ＤＳコントローラ６２０を経由して、コマンドが送られた場合
に、そのコマンドに対する応答として、位置情報をコンテンツ配信サーバ６４０に通知し
てもよい。
【００６４】
　データ処理部６１３は、通信制御部６１２により受け取られたコマンドを解釈する。デ
ータ処理部６１３は、通信制御部６１２により受け取られたコマンドが自動切り替えコマ
ンドであった場合には、自動切り替え部６１４を呼び出し、ライン７５０の先に繋がるデ
ィスプレイに表示させるコンテンツの入力チャネルを、ＨＤＭＩ６６１、６６２のどちら
かに切り替えるように指示する。
【００６５】
　自動切り替え部６１４は、位置情報を選択した旨がコンテンツ配信サーバ６４０から通
知された場合に、ディスプレイに表示させるコンテンツの入力チャネルをＨＤＭＩ６６１
からＨＤＭＩ６６２に切り替える。自動切り替え部６１４は、位置情報を選択した旨がコ
ンテンツ配信サーバ６４０から通知され、入力チャネルを切り替える旨の通知がされた場
合に、ディスプレイに表示させるコンテンツの入力チャネルをＨＤＭＩ６６１からＨＤＭ
Ｉ６６２に切り替えてもよい。例えば、自動切り替え部６１４は、入力チャネルをＨＤＭ
Ｉ６６１からＨＤＭＩ６６２に切り替える時刻に関する情報がコンテンツ配信サーバ６４
０から通知された場合に、この時刻に関する情報に基づいて入力チャネルをＨＤＭＩ６６
１からＨＤＭＩ６６２に切り替えてもよい。
【００６６】
　手動切り替え部６１５は、物理的に手動でディスプレイを選択することにより、切り替
えを行う。記憶部６１６は、例えば、マイクロＳＤカード型記憶媒体であり、手動切り替
え部６１５または自動切り替え部６１４の切り替え機能が実行された場合に、切り替えた
時間、ＨＤＭＩ６６１、６６２のどちらに切り替えたのかを記録する。例えば、通信制御
部６１２は、コンテンツ配信サーバ６４０から災害対策用ＤＳコントローラ６２０を経由
して、コマンドが送られた場合に、そのコマンドに対する応答として、６１６に記録した
情報をコンテンツ配信サーバ６４０に通知してもよい。
【００６７】
　セレクタ装置６１０の内部には切り替えスイッチ７６０があり、入力チャネルを手動で
切り替える場合には、回転軸Ｃを軸に接点棒７７３を回転させて、接点Ａまたは接点Ｂに
接続することにより、入力チャネルを選択することができる。セレクタ装置６１０は、接
点棒７７３が入力チャネルＡに接している場合には、既存のＤＳコントローラ６７０から
のコンテンツ（例えば、映像、音声）を出力し、接点Ｂに接している場合には、災害対策
用ＤＳコントローラ６２０からのコンテンツ（例えば、映像、音声）を出力する。
【００６８】
　図１０Ｃは、本発明の第１の実施形態に係るセレクタ装置６１０の外観図の例である。
つまみ７７０は、手動で入力チャネルを選択するためのつまみであり、セレクタ装置６１
０は、操作者がつまみ７７０を押して回転させて「ＤＳ１」に向けると、箱の中で物理的
に接続されたＨＤＭＩ６６１からのコンテンツ（例えば、映像と音声）をライン７５０に
流す。また、セレクタ装置６１０は、操作者がつまみ７７０を逆に回転させて「ＤＳ２」
を選択すれば、物理的に接点棒７７３がＨＤＭＩ６６２の線に接続され、災害対策用ＤＳ
コントローラ６２０のコンテンツ（例えば、映像と音声）をライン７５０に出力する。つ
まみ７７０を図中の「ＳＷ」の位置にセットしておくと、電気的に接点棒７７３を制御可
能な状態になると同時に、災害対策用ＤＳコントローラ６２０および既存のＤＳコントロ
ーラ６７０のどちらかから、パラレルケーブル６５１、６５２を経由して信号がセレクタ
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装置６１０によって受信されない限りは、どちらの入力チャネルも選択されていない状態
になる。
【００６９】
　ＬＥＤランプ６１８は、パラレルケーブル６５１、６５２経由の外部信号により入力チ
ャネルが切り替わった場合に、現在どちらの入力チャネルが選択されているのか、箱の表
面に表示するものである。接点棒７７３がどちらも選択していない場合には、真ん中のラ
ンプだけが点灯し、ＨＤＭＩ６６１が選択されている場合には、上側のランプだけが点灯
し、ＨＤＭＩ６６２が選択されている場合には、下側のランプのみが点灯する。
【００７０】
　図１０Ｄは、セレクタ装置６１０を側面から見た図であり、つまみ７７０は手動で入力
チャネルを選択するためのつまみである。
【００７１】
　図１０Ｅは、図１０Ｄと同じ方向からセレクタ装置６１０を見た図であり、箱の中を示
している。板７７２は、つまみ７７０を上部から押した場合にコイル７７１を圧縮するた
めの円盤上の板であり、つまみ７７０の軸と接続し固定されている。稼働部７７４は、つ
まみ７７０を押された際に接点棒７７３を挟み込む稼働部であって、つまみ７７０を左に
回した際に、稼働レールの役割をする板７６２の形状に沿って稼働し、接点棒７７３を挟
んだまま、ストッパとなるへこみの部分で止まり、手を離すとコイル７７１により上方に
押し上げられるため、動かないようにロックされる。
【００７２】
　この際、接点棒７７３は、稼働部７７４にやや挟まれた状態で接点Ａ（７８１）に接し
て固定される。また、反対に右側に回す場合にも同様の効果を発揮するレールが付いてい
る。ライン７６４は、ＨＤＭＩの線であり、接点棒７７３の入力選択を受けて外部出力７
５０に接続されている線である。軸７６７は、接点棒７７３を回転させるための軸である
。回路基板７６３（７６６）には、ボタン電池、及びマイクロＳＤカード搭載されている
。接点７８１は、ＨＤＭＩ６６１と繋がっており、接点７８２は、ＨＤＭＩ６６２と繋が
っている。電流の流れる方向によって、電磁誘導により接点棒が接点７８１または７８２
に引き寄せられる。
【００７３】
　接点棒７７３は、接点７８１、７８２に引き寄せられる機能を有している。接点棒７７
３は、接点７８１、７８２に接続した際には、ＨＤＭＩで供給される線がすべて繋がった
状態になる。図１０Ｆは、本発明の第１の実施形態に係るセレクタ装置６１０の側面図で
あり、入力ケーブルが接続される側から箱の内部を見た図である。
【００７４】
　図１１Ａは、災害時に自治体等が表示する情報画面の一例である。図１１Ａに示すよう
に、画面の一部に情報提供元名を表示するフレームを使用して情報の更新を行ってもよい
。また、図１１Ｂおよび図１１Ｃに示したように、周囲に災害が発生したときに自治体の
避難誘導役務を持つ組織からの情報が表示されるディスプレイであることを示すマークを
、ディスプレイの外側に付けてもよい。図１１Ｄ、図１１Ｅに示したように、当該マーク
をディスプレイの外枠の色、文字列で表してもよい。
【００７５】
　図１２に、本発明の第１の実施形態に係る制御システムの動作例を示すフローチャート
を示す。例えば、各ＤＳ事業者１１０と自治体等１３０とは、事前に協議の上、ＤＳコン
トローラの切り替えタイミングについて契約で決めておくこととし、ここでの動作の説明
においては、災害発生時にＤＳを利用する際の流れを示す。
【００７６】
　はじめに、防災センタ管理端末６９０内のネットワークに接続された端末から災害対策
用ＤＳコントローラ６２０を経由して、セレクタ装置６１０に現在の位置情報を問い合わ
せる（ステップＳ１１）。位置情報が正常に表示されれば、その地域のＤＳが正常に動作
していることを確認することができる。図８には、各設置場所のＤＳが正常動作している
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ことを認識し、管理事業者別に色分けされて表示された状態が示されている。
【００７７】
　次に、当該端末は、避難情報を展開するエリアを画面上で選択する（ステップＳ１２）
。コンテンツ配信サーバ６４０は、選択された領域内のＤＳに備え付けられているＤＳコ
ントローラに対して、既に起動されているプログラムがある場合には停止させ、コンテン
ツを表示するプレーヤを起動させる。また、コンテンツ配信サーバ６４０から災害対策用
ＤＳコントローラ６２０にコンテンツを送付し、そのコンテンツをプレーヤで再生するこ
とを災害対策用ＤＳコントローラ６２０に指示する（ステップＳ１３）。
【００７８】
　コンテンツ配信サーバ６４０は、正常にコンテンツ再生が開始されたことが確認できた
場合には、災害対策用ＤＳコントローラ６２０に切り替えコマンド送付指示を行い、災害
対策用ＤＳコントローラ６２０は、セレクタ装置６１０に切り替えコマンドを送信する（
ステップＳ１４）。セレクタ装置６１０は、災害対策用ＤＳコントローラ６２０からの切
り替えコマンドに従って、入力チャネルの切り替えを実行する。
【００７９】
　入力チャネルの切り替え完了後、セレクタ装置６１０に保存された切り替え時刻は、コ
ンテンツ配信サーバ６４０に送信され、コンテンツ配信サーバ６４０において履歴として
保存されてもよい（ステップＳ１５）。
【００８０】
［効果］
　（１）セレクタ装置６１０を利用することによって、遠隔地に、且つ複数あり、異なる
事業運営者によって運営されていた電子広告用ディスプレイを、既存の各事業者のＤＳシ
ステムに何の変更も加えることなく、「他の特定組織」が運用するコンテンツ配信サーバ
から、一斉に同一のコンテンツを配信し、異なる事業者のＤＳシステムのディスプレイに
コンテンツを表示させることが可能になる。
　（２）（１）の切り替えを行った際に、切り替え時刻をセレクタ装置６１０の記録媒体
に保存することで、ＤＳ事業者側が「他の特定組織」に自社の管理するディスプレイが使
用された時間（つまり、広告ができなかった時間）を把握することが可能になり、「他の
特定組織」からの利用時間申告と突き合わせるための証拠データとして使用することがで
きる。
【００８１】
［第２の実施形態］
　図１３に、本発明の第２の実施形態で想定する事業モデルを示す。図１３に示した例は
、基本的には図１に示した例と同一であるが、事業者ａは、図１ではコンテンツ配信事業
者であるが、図１３に示した例では、事業者ａは、ＤＳ事業者からディスプレイをあらか
じめ借用し、災害時にディスプレイを使う契約を取り付ける役割と、自治体等１３０が利
用するコンテンツ配信サーバを運営する役割とを担う。
【００８２】
　図１４は、本発明の第２の実施形態に係る制御システムの構成例を示す。図１４に示し
た例は、基本的には図６に示した例と同一であるが、図１４に示した例では、カメラ６２
１が加えられている。カメラ６２１は、災害対策用ＤＳコントローラ６２０にＵＳＢイン
タフェースで接続されているＷｅｂカメラであって、ディスプレイ６００の近傍にあり、
ディスプレイ６００の前にいる視聴者を撮影可能である。
【００８３】
　図１５は、本発明の第２の実施形態に係る災害対策用ＤＳコントローラ６２０およびコ
ンテンツ配信サーバ６４０それぞれの機能構成例を示す図である。図１５に示した例は、
基本的には図７に示した例と同一であるが、災害対策用ＤＳコントローラ６２０がライブ
映像配信部１２２と広告効果計測部１２３とを備える点、コンテンツ配信サーバ６４０が
ライブ映像表示制御部１３２と計測データ表示制御部１３３とを備える点が異なる。
【００８４】
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　広告効果計測部１２３は、カメラ６２１から読み込んだ画像（ライブ映像）を解析し、
画像に映った視聴者の人数や、年齢性別などといった広告効果を計測する。広告効果計測
部１２３は、ネットワーク１２８を経由して広告効果を計測データ表示制御部１３３に出
力する。ライブ映像配信部１２２は、カメラ６２１から読み込んだ画像を圧縮してネット
ワーク１２８を経由してライブ映像表示制御部１３２に出力する。
【００８５】
　ライブ映像表示制御部１３２は、画像が表示されるように制御する。例えば、ライブ映
像表示制御部１３２および計測データ表示制御部１３３は、入力されたデータをローカル
な管理画面に表示させてもよいし、ネットワーク経由で他の管理端末に表示させてもよい
。
【００８６】
　本発明の第２の実施形態に係る制御システムの動作についてさらに説明を続ける。事業
者ａ（１２０）は、自治体等１３０の避難誘導役務に付く組織と契約し、あらかじめ利用
可能な表示装置と災害時に切り替える手続きなどは別途決められているものとして説明す
る。既存のＤＳコントローラ６７０は、既設ＤＳ事業者用コンテンツ配信サーバ６８０か
ら配信されるコンテンツを再生してディスプレイ６００に出力させている。
【００８７】
　また、災害対策用ＤＳコントローラ６２０においては、広告効果計測部１２３が起動し
ており、計測した視聴人数、時間、視聴者の年齢、性別などといった広告効果をローカル
の記憶装置に記録している。災害対策用ＤＳコントローラ６２０は、定期的にコンテンツ
配信サーバ６４０に広告効果を送信し、計測データ表示制御部１３３を経由して管理され
る。
【００８８】
　災害が発生した場合、ＤＳコントローラ制御部１３５は、広告効果計測部１２３を停止
してプレーヤを起動させ、コンテンツ配信部１３１は、避難誘導コンテンツを災害対策用
ＤＳコントローラ６２０に配信し、再生部１２１は、避難誘導コンテンツを再生して表示
させる。
【００８９】
　プレーヤが正常に稼働後、セレクタ制御部１３４は、災害対策用ＤＳコントローラ６２
０を介してセレクタ装置６１０に切り替えコマンドを送り、入力チャネルの切り替えを実
行させる。ここまでの動作はプログラムとして記憶させておくことも可能であり、サーバ
の管理画面からネットワークを経由して災害対策用ＤＳコントローラ６２０にアクセスし
て実行することも可能である。
【００９０】
　災害発生時の避難誘導コンテンツの配信を終わらせる場合には、コンテンツ配信サーバ
６４０は、災害対策用ＤＳコントローラ６２０に繋がったＨＤＭＩ６６１から、既存のＤ
Ｓコントローラ６７０に繋がったＨＤＭＩ６６２に入力チャネルを切り替えさせる。また
、コンテンツ配信サーバ６４０は、災害対策用ＤＳコントローラ６２０のライブ映像配信
部１２２を終了させ、広告効果計測部１２３を起動し、通常運用に戻る。
【００９１】
　図１６は、本発明の第２の実施形態に係るディスプレイの構成例を示す図である。図１
６に示すように、ディスプレイには、カメラ６２１が設置される。また、ディスプレイに
は、災害発生時に自治体が避難誘導用に利用するマークが付けられていてもよい。図１６
に示した例では、説明書き９８０がマークの例としてディスプレイに付けられている。
【００９２】
　［効果］
　（１）第１の実施形態に加えて、カメラを用いて防災センタ（自治体）側が、各ＤＳ設
置場所近辺の状況を映像でより正確に把握可能になる。
　（２）第１の実施形態の効果に加えて、通常利用されない災害対策用のＤＳコントロー
ラを有効に活用することができる。
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　（３）（１）（２）のように２者（ＤＳ事業者１１０と自治体等１３０）の双方のため
に災害対策用ＤＳコントローラ６２０を使う手法を、事業者ａ（１２０）がサービスとし
て実施することにより、ＤＳ事業者１１０と自治体等１３０自身の投資リスクを軽減する
ことができる。
【００９３】
　［変形例の説明］
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【００９４】
　上記した各装置は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などを含んで構成され、記
憶部により記憶されているプログラムがＣＰＵによりＲＡＭに展開されて実行されること
により、その機能が実現され得る。あるいは、上記した各装置は、専用のハードウェアに
より構成されていてもよいし、複数のハードウェアの組み合わせにより構成されてもよい
。
【００９５】
　尚、本明細書において、フローチャートに記述されたステップは、記載された順序に沿
って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的
に又は個別的に実行される処理をも含む。また時系列的に処理されるステップでも、場合
によっては適宜順序を変更することが可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００９６】
　１２１　再生部
　１２２　ライブ映像配信部
　１２３　広告効果計測部
　１３１　コンテンツ配信部
　１３２　ライブ映像表示制御部
　１３３　計測データ表示制御部
　１３４　セレクタ制御部
　１３５　ＤＳコントローラ制御部
　１３６　料金計算部
　６００　ディスプレイ
　６１０　セレクタ装置
　６１１　位置情報取得部
　６１２　通信制御部
　６１３　データ処理部
　６１４　自動切り替え部
　６１５　手動切り替え部
　６１６　記憶部
　６２０　災害対策用ＤＳコントローラ
　６２１　カメラ
　６３０　ネットワーク
　６４０　コンテンツ配信サーバ
　６７０　既存のＤＳコントローラ
　６８０　既設ＤＳ事業者用コンテンツ配信サーバ
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